
１ 計画見直しの背景
(１) 第２次岩手県地球温暖化対策実行計画（令和５年３月改訂）」により温室効果ガス排出抑制等のため

の施策を実施
(２) 令和７年度は計画期間の中間年に当たるため、実行計画に示す指標や施策の達成状況、社会経済情勢

の変化等を踏まえて、実行計画の見直しを実施

第２次岩手県地球温暖化対策実行計画の中間年見直しについて

見直しの方向性（案）
（１）計画期間 令和３（2021）年度～令和12（2030）年度

（２）計画の目標 ※ 別スライドにより説明

（３）計画の構成 第６章（対策・施策）の「(3) 多様な手法による対策の推進」中、「県の率先的
取組」を③と別立て

（４）主要な指標 ４つの施策領域に計34指標を設定（令和８（2026）年度～令和12（2030）年度
までの各年度）

２ 見直しの方向性（案）

資料４



３ 見直しの概要

【論点】社会経済情勢の変化、直近の温室効果ガス排出量等に基づく目標値変更の必要性
【見直し案】削減対策等による削減量及び他の吸収源対策も含めた吸収量見込みを精査した結果、引き続き、

2030（令和12）年度の温室効果ガス排出量の2013（平成25）年度比57%削減を目標とする。

（１）目標値の見直し
① 温室効果ガスの排出削減（2030年度目標：▲57％）

見直しによる
目標値

（参考）
現行計画

削減対策等 ▲6,761（▲47％） ▲6,774（▲47％）

うち、再エネ導入 ▲1,065（▲７％） ▲1,040（▲７％）

吸収源（※２） ▲1,521（▲10％） ▲1,416（▲10％）

合計 ▲8,282（▲57％） ▲8,189（▲57％）

【排出量削減目標(千t-CO2（％）)】

※３ 2013年、2021年度排出量：国統計や地球温暖化係数の改訂等により、数値を修正している。
(当初基準年度排出量 14,445千トン-CO2）

※４ 2022年度排出量は、速報値（未公表）である。

2050年度
排出量実質ゼロ

▲34％
▲57％

基準年度

現状値
(速報値)

目標年度

※１四捨五入の関係で合計が合わない場合がある（次ページ以降同じ）。
※２吸収源については、現行計画では森林吸収のみを対象としていたが、

ブルーカーボンを含めている。

▲31％

基準年度排出量 14,615（※３） 14,445

目標年度排出量 6,333 6,256

目標値変更なし
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３ 見直しの概要

【論点】再エネの導入実績、導入計画の変更等に伴う目標値変更の必要性
【見直し案】導入見込量を精査した結果、引き続き、2030（令和12）年度の再生可能エネルギー電力自給率

66％を目標とする。

（１）目標値の見直し
② 再生可能エネルギー電力自給率（2030年度目標：66％）

【再生可能エネルギーによる電力量と電力自給率】

目標値変更なし

見直し案 参考（現行計画）

2030年度 2030年度

電力量 電力量

(百万kWh) (百万kWh)

太陽光 1,432 1,398

風力 1,576 1,588

水力 1,130 1,016

地熱 357 446

バイオマス 1,023 971

合計 5,518 5,419

需要電力量 8,390 8,213

自給率（％） 66 66

種別

低減が必要
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３ 見直しの概要

【論点】再生可能エネルギーの地産地消の状況を把握する補足指標設定の必要性
【見直し案】「地域新電力の地産地消割合」を参考指標として追加

（１）目標値の見直し
② 再生可能エネルギー電力自給率（再生エネルギーの地産地消に係る補足指標）

● 算定方法

地域新電力が県内へ供給している再エネ電力量

地域新電力が県内から購入している再エネ電力量
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【地産地消に関する指標（参考指標）】（案）

地域新電力の地産地消割合（％）

（参考指標を設定する理由）

・ 再エネの地産地消に取り組んでいる県内の地域新

電力による再エネの地産地消割合を明確にすること

ができる。

・ 県内での地域新電力の販売電力量のシェアは市場

規模が小さい（R6年度：約１％）こと。● 実績値

2024（令和６）年：８％



【論点】 将来予測を踏まえた目標値変更の必要性及びブルーカーボンによる吸収量の計上
【見直し案】
① 「森林吸収量の見込み」を「森林等吸収源対策による吸収量の見込み」とする。
② 国において、ブルーカーボンの算定方法に関する研究が進んでいることから、森林以外の吸収源につい
ても、算定が可能となったものから吸収量に含める。

③ 森林吸収量の見込みについては、近年減少傾向にあるものの、再造林を計画的に進めるなど、長期的な
視点で林齢構成の平準化を図っていくこととし、見込量は、1,521千t-CO2とする。

３ 見直しの概要
（１）目標値の見直し

③ 森林等吸収源対策による吸収量の見込み

温室効果ガス吸収量［千t-CO2］ 吸収源対策による吸収量の内訳
○森林吸収量：1,521千t-CO2
○ブルーカーボン吸収量：0.2千t-CO2
※2013年度排出量の10％相当

2022年以前
森林吸収量のみ

2023年以降：
ブルーカーボン等も含める

① 森林吸収量：
過去５か年の平均を吸収量としている。

② ブルーカーボン吸収量0.2千t-CO2：
算定内容は、国と連携した調査結果を基に推計したもの。
（R4～5年度の試験調査に基づく広田湾のアマモ類での推計）

③ 2022年までは森林吸収のみ計上。
2030年度吸収量にはブルーカーボンも計上している。

※ それ以外の吸収源についても、計画期間中に算定可能となっ
たものから計上していくこととする。

2030年度目標：1,521千t-CO2 （含ブルーカーボン吸収量）
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３ 見直しの概要

【論点】 国に合わせた2035年度、2040年度の削減目標の設定
【見直し案】 県計画においても、国と同様に直線的な経路にある値を目標値として設定した場合、

下図のとおりとなるが、根拠ある削減量を示すことが困難であることから、設定は見送る。

（１）目標値の見直し
④ 2035年度、2040年度の温室効果ガスの排出削減目標の設定

2050年度
温室効果ガス
排出量実質ゼロ

2013

【2050年度までの排出削減イメージ】

▲34％

2030 20352022 2040 2050

2 0 3 0 年 度 目 標
県 ▲ 5 7 ％
（ 国 ▲ 4 6 ％ ）

2 0 3 5 年 度
県 ▲ 6 8 ％
（国▲ 6 0 ％）

2 0 4 0 年 度
県 ▲ 7 8 ％
（国▲ 7 3 ％ ）

2030年度目標と2050年ネット・ゼロを結
ぶ直線的な経路で2035年度及び2040年度
目標を設定した場合

目標設定の見送り

6



（２）対策・施策の見直し

取組の柱 これまでの
主な取組等 主な課題 今後の取組

１ 省エネ
対策の
推進

①家庭 ・「わんこ節電所家庭
のエコチェック」
の活用

・「地球温暖化防止の
ための行動に努め
ている県民の割
合」 77.6%

家電製品や住宅の
省エネ性能の情提供
等の取組を通じたエ
ネルギー消費の少な
いライフスタイルへ
の転換を促進する必
要

〇ZEH水準を上回る基準の住宅や住宅への再生可能エネルギー設備
導入に係る普及促進

〇講習会の実施やわんこ節電所等による家電製品の省エネルギー性
能や経済的メリット等の情報提供による高効率な省エネルギー家
電の普及促進

〇国民運動「デコ活」と連動した脱炭素につながる将来の豊かな暮
らしの促進

●若者と環境配慮に積極的に取り組む企業との連携による情報発信

②産業・
業務

・「いわて脱炭素化
経営企業等」認
定制度の周知

・「岩手県脱炭素経
営事例集」の作
成

各事業者の取組
状況を踏まえた支
援等を通じて、事
業者の脱炭素化を
促進する必要

○いわて脱炭素経営カルテの作成に係る指導・助言、目標達成率向
上に向けた個別のフォローアップ

○ 「岩手県脱炭素経営事例集」等による脱炭素経営の理解促進、
成果があった取組の普及啓発

● 若者と環境配慮に積極的に取り組む企業との連携による情報発
信

③運輸 ・次世代自動車のメ
リットの普及啓発、
公共交通の利用促
進に係るキャン
ペーンの実施

・新しい生活様式の
定着、バス路線
の統廃合等

自家用自動車へ
の過度な依存を抑
制し、公共交通や
自転車等の利用促
進、電動車への転
換等による環境負
荷の低減を促進す
る必要

○ 電動車の購入や充電・充てん設備等の整備に係る補助等による
事業者の導入支援

○ 市町村等による公共交通の利用環境の改善に向けた取組の支援
○ 関係団体で構成する利用促進協議会等の活動を通じた県民のマ
イレール意識の醸成

○ 自転車通行空間、岩手県広域サイクリングルート等の整備、道
路標識や道路標示の改善等による安全で快適な自転車利用環境の
創出 7

○現行取組の強化、●新たな取組

３ 見直しの概要



（２）対策・施策の見直し

取組の柱 これまでの
主な取組等 主な課題 今後の取組

２ 再エネ
の導入
促進

①導入拡
大

・再生可能エネル
ギー導入量 (R5年
度)
1,967MW

・環境保全を図る「適正立
地」と地域経済循環につな
がる「地域裨益」の考え方
を重視し、地域特性を生か
した再エネ導入の必要
・再生可能エネルギーの送
配電網への接続制約等

●新技術（ペロブスカイト等）の普及に向けた取組を推進
●再エネ発電設備の立地適正化のための事業者と市町村におけ
る地域裨益協定の締結に向けた支援

○自家消費型太陽光発電設備整備に係る補助等による事業者の
導入支援

〇送配電網の充実・強化、接続費用地域間格差の解消等に係る
国への要望

②自立・
分散型エ
ネルギー
システム
構築

・自立・分散型エネ
ルギーシステム導
入支援事業等のよ
る市町村支援

災害時のエネルギー確保
と地域経済活性化の観点か
ら、自立・分散型エネル
ギーシステムの構築やエネ
ルギーの地産地消に引き続
き取り組む必要

○自家消費型太陽光発電設備整備に係る補助等による事業者の
導入支援・補助事業等による設備設置の拡大

●地域新電力等と連携し、岩手県企業局が発電した電気を県内
の家庭や事業所等へ供給

○地域企業による地域新電力などへの参入を促進

③水素等
の利活用

・「岩手県水素利活
用構想」の策定

・再エネ由来の水素
製造ポテンシャル
調査等の実施

二酸化炭素を排出しない
水素の利活用に係る理解促
進のほか、アンモニアや合
成メタンなどを含む次世代
エネルギーの利活用を進め
る必要

●地域の特性を踏まえた水素利活用モデル等による燃料転換の
促進

●アンモニア、合成メタン等の次世代エネルギー利活用に係る
理解促進に向けたセミナー、イベントの開催
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○現行取組の強化、●新たな取組

３ 見直しの概要



（２）対策・施策の見直し

取組の柱 これまでの
主な取組等 主な課題 今後の取組

３ 多様な手
法による対
策の推進

①吸収源
対策

・補助制度を活用した
再造林や間伐等の森
林整備の支援

・強度間伐による針広
混交林への誘導

・藻場の再生・造成
等

本県の温暖化対策に
寄与する重要な吸収源
である森林、ブルー
カーボンその他の吸収
源対策について取組を
促進する必要

○森林経営計画等に基づく森林整備の促進
●林業経営体の人材育成の推進
●ブルーカーボンに係る漁業者等の関係者の理解醸
成

●「岩手県バイオ炭活用協議会」等による専門家や
民間事業者と連携したバイオ炭の活用検討

②廃棄物・
フ ロ ン 類
（その他の
温室効果ガ
ス）等対策

・３Rを基調としたラ
イフスタイルの定着
に向けた普及促進

・岩手県産業・地域ゼ
ロエミッション推進
事業補助

・フロン類の適正管理
に係る周知指導

・廃棄物の発生抑制を主眼
とした循環型のライフ
スタイルの定着等の取
組を通じた循環経済や
環境配慮型の事業経営
への一層の転換の必要

・その他の温室効果ガスの
排出削減の取組の必要

〇 廃棄物の発生や排出の抑制の徹底及び適正なリ
サイクルの促進

〇 土壌診断結果や農作物の生育状況に対応した適
正施肥など、化学肥料の使用量低減に向けた取組
の推進

○ 炭素貯留効果の高いバイオ炭の農地施用に関す
るＪ－クレジット制度の周知や技術指導

③基盤的施
策の推進

・R5年度に「若者ワー
キンググループ」か
らの提言を実施

・R5年度から金融機関
も参画

「自分事」として捉えて行
動する主体を増やす必要

●構成団体と連携した再配達削減に向けたプロジェ
クトの展開
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○現行取組の強化、●新たな取組

３ 見直しの概要



３ 見直しの概要

【論点】国の動向等を踏まえた適応策追加の検討
【見直し案】国の動向等を踏まえ、農業分野での「高温等の気候変動への適応策」（令和７年４月）、流域

治水プロジェクト策定、熱中症等に係る適応の取組等を追加

（３）気候変動への適応策の見直し

・農業：温暖化に対応した「もも」の栽培 等
・水産業：海水温の上昇に対応した新規養殖種の
導入支援 等

・「流域治水プロジェクト」を県内全ての水系
において策定、流域治水を推進 等

■ 農林水産業

■ 自然災害

■ 健 康

・熱中症予防に係るクーリングシェルター設置
の促進
・熱中症特別警戒アラート発令時の訓練

［分野ごとの主な適応策］ ［高温等の気候変動への適応策］ ［流域治水プロジェクト］
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［気候変動の影響］

2024（令和６）年以降の夏季の記録的猛暑、海水温上昇 ⇒ 農作物の品質・収量の低下、海産物のへい死 など

将来予測される被害を回避・軽減するため、気候変動対策を「自分事」と捉えて取り組む必要



３ 見直しの概要

【論点】深刻さを増す気候変動の状況について各主体・組織との共有と効果的な取組
【見直し案】県民、事業者、行政など、関係する各主体が、気候変動を「自分事」と捉えて行動する必要性

があることを、計画本文に明記

（４）計画の推進

【連携・協働体制】
（イメージ図）
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３ 見直しの概要

【論点】
実行計画の基本目標達成に向けて、令和８年度以降の各施策と指標を設定

（５）指標設定

【各施策の指標の変更（案）】

施策領域 指標変更案

１ 省エネルギー対策の推進 ・三セク鉄道・バスの一人当たりの年間利用回数
⇒「モビリティ・マネジメント（公共交通スマートチャ
レンジ月間）への取組事業者数」に統合

・乗用車の登録台数に占める次世代自動車の割合
⇒乗用車の登録台数に占める電動車の割合

２ 再生可能エネルギーの導入促進 ・県内の水素ステーション数
⇒水素セミナー等の受講者数

３ 多様な手法による地球温暖化対策の推進 （変更予定なし）

４ 気候変動への適応策 ・熱中症による救急搬送者数
⇒熱中症対策に関するセミナー等の受講者数

※指標及び目標値については、資料３のとおり。
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